
  

はじめに 

公認会計士・監査審査会は、平成16年４月の発足以来、公認会計士監査の質の向上

を図り、その信頼性を確保することにより、我が国資本市場の公正性と透明性を高め

ることを使命として、投資者の資本市場に対する信頼の向上等に努めて参りました。 

具体的には、発足以降平成19年６月までの３年間、いわば第１期において、検査結

果を監査事務所等に通知するほか、協会の品質管理レビュー及び監査事務所の監査の

品質管理上の問題点を取りまとめて、関係者等に示してきました。  

報告書の対象年度である平成18事務年度（平成18年７月～平成19年６月）におい

ては、中小規模監査事務所に対する検査を実施し、中小規模監査事務所の品質管理上

の問題を取りまとめ、本年３月に公表しました（中間的な報告は昨年11月公表）。こ

の検査結果に基づき、２監査法人に対し、公認会計士法に基づく行政処分その他の措

置を講ずるよう、金融庁長官に勧告しました（平成 19 年７月に１監査法人について、

同様の勧告を行いました。）。また、みすず監査法人を除く３大監査法人に対して、そ

の業務改善状況について検査を実施し、その結果を取りまとめ、本年６月に公表しま

した。 

第２期（平成19 事務年度～平成21 事務年度）においては、第１期における実績を

踏まえ、新しい審査基本方針等に基づき、これまでに指摘した監査事務所における品

質管理上の問題に対する改善が各監査事務所において確実に定着するよう努めて参り

ます。 

その他、審査会は、平成18年１月より新しい制度による公認会計士試験を実施し、

一定の資質を有する多様な人材を確保するとの現行試験制度の実現に向けて、平成 18

年11月に新試験の第１回合格者を決定しました。 

 さらに、平成18年９月にパリで開催されました各国の監査監督機関の集まりである

監査監督機関会議において、新たな国際組織として監査監督機関国際フォーラム

（International Forum of Independent Audit Regulators）の設立が合意されました。

その第１回会合が、当審査会の主催により東京で本年３月に開催され、今後の活動の

基盤が築かれました。 

審査会は、今後も各国の監査監督機関と協力してその使命を果たすことにより、監

査の公正性、独立性及び信頼性を確保し、投資者等の期待（公益）に応えていきたい

と考えています。 

本冊子は、こうした審査会の平成18事務年度における様々な取組み及び活動を、品

質管理レビューに対する審査及び検査、公認会計士試験の実施、調査審議、諸外国の

関係機関との協力、の各章にわけて取りまとめたものです。 

                    公認会計士・監査審査会会長 
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概 要 

１．品質管理レビューに対する審査及び検査 

平成18事務年度の公認会計士・監査審査会の審査及び検査は、「審査基本方針

等」（平成 16 年６月策定、平成17 年６月改正）及び「平成18 事務年度の審査基

本計画及び検査基本計画」（平成18年６月策定）に基づき実施。 

平成 16 事務年度以降実施した中小規模監査事務所に対する審査及び検査の結

果につき、平成18年11月、「小規模監査事務所の監査の品質管理について」とし

て、平成 19 年３月、「中小規模監査事務所の監査の品質管理について」として取

りまとめ、公表。平成 18 事務年度に実施した検査の結果、金融庁長官に対して、

３監査法人に対し行政処分その他の措置を講ずるよう勧告。 

また、平成17事務年度の４大監査法人に対する検査結果を踏まえ、みすず監査

法人（旧中央青山監査法人）を除く３大監査法人の改善状況に対しフォローアッ

プ検査を実施。検査の結果につき、平成 19 年６月、「３大監査法人の業務改善状

況について」として取りまとめ、公表。 

  さらに、日本公認会計士協会に対し、前回検査結果（平成17年５月）等の改善

状況の検証を目的として検査を実施。その結果に基づき、平成 19 年７月、「日本

公認会計士協会の品質管理レビューの改善状況について」を取りまとめ、公表。 

 

２．公認会計士試験の実施 
平成15年５月の公認会計士法の改正により、試験体系の簡素化（３段階５回→

１段階２回）、受験資格の制限の撤廃、試験科目の一部免除の拡大、短答式試験

合格者に対する同試験の免除などを内容とする公認会計士試験制度の大幅な見直

しが行われた。この新制度による試験を平成18年１月より実施。 

 

３．調査審議 

金融庁長官は公認会計士等に対する懲戒処分等を決定する際、審査会の意見を

聴くこととなっており、審査会は懲戒処分等の妥当性、軽重等について調査審議

し、意見を述べることとされている。平成18事務年度においては、６件について

調査審議を実施。 

 

４．諸外国の関係機関との協力 
各国の監査監督機関による国際会議が、相互の情報交換等を目的として開かれ

ている。平成18年９月、第５回監査監督機関会議が開催され、同会議が発展的に

解消され、新たな公式の常設の会合として、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）

が設立。平成19年３月、審査会の主催により第１回会合が東京で開催。 
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第１章 公認会計士・監査審査会 

 

１．設置の経緯 

会計と監査の複雑化・多様化・国際化が進む中、世界的に監査の信頼性を

疑わせる事件が発生し、国際的に監査の公正性と信頼性の回復が強く求めら

れていた。我が国においても資本市場の公正性及び透明性を確保し、投資者

の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査制度の充

実・強化を目的とし、平成 15 年５月に公認会計士法が改正された。この改正

により、これまでの「公認会計士審査会」が改組・拡充され、「公認会計士・

監査審査会」が平成 16 年４月に設置された（P44，資料１－１参照）。 

 

２．組織 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、会長及び９名の

委員により組織される合議制の行政機関である。会長及び委員は公認会計士

に関する事項について理解と識見を有する者のうちから、両議院の同意を得

て、内閣総理大臣が任命する。会長は常勤とされ、委員のうち１名は常勤と

することができる。なお、会長及び委員の任期は３年とされており、平成 19

年４月には委員の一部交替が行われ、新体制が発足している（P47，資料１－

２参照）。 

会長及び委員は独立してその職権を行うこととされ、審査会により、心身

の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反

その他会長若しくは委員たるに適しない非行が認められた場合を除いては、

在任中、その意に反して罷免されないこととされ、職権の行使の独立性及び

身分保障がなされる組織となっている。 

審査会には、その事務を処理するため事務局が置かれ、公認会計士等に対

する懲戒処分等の調査審議及び公認会計士試験に係る事務を担当する総務試

験室と、日本公認会計士協会（以下「協会」という。）による監査業務の状

況調査（以下「品質管理レビュー」という。）に対する審査及び検査を行う

審査検査室からなっている。平成19年度の事務局の定員は、事務局長に加え、

総務試験室 12 名及び審査検査室 35 名の 47 名となっている。 
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≪公認会計士・監査審査会組織図（平成 19 年６月末現在）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務の概要 
審査会は、改組前の公認会計士審査会が担っていた「公認会計士等に対す

る懲戒処分等の調査審議」、「公認会計士試験の実施」に加え、「協会による

品質管理レビューに対する審査及び検査」を行っている。 

審査会は、これらの業務を通じ、我が国における監査の信頼性を確保し、

その質の向上を図ることにより、我が国資本市場の公正性・透明性の確保に

よる投資者の信頼性の向上及び債権者の保護等に努めている。 

なお、審査会は、平成16年４月から平成19年６月までに計91回開催され、

うち平成 18 事務年度には 28 回開催されている（P52，資料１－４参照）。 

 

（１）品質管理レビューに対する審査及び検査 

審査会は、公認会計士法に基づき、協会から品質管理レビューに関す

る報告を受けてその内容の審査を行い、必要に応じて検査を行う（P55～

56，資料２－１～２参照）。 

 

事務局長（１名） 

・公認会計士等に対する懲戒処分

等の調査審議に係る事務 

・公認会計士試験の実施に係る  

事務 

総務試験室(12 名) 審査検査室(35 名) 

・品質管理レビューに対する審査

及び検査 

金融庁 

公認会計士・監査審査会 

（会長１名、委員９名） 
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（参考）協会が行う品質管理レビューの概要 

品質管理レビューは、監査業務の公共性に鑑み、監査業務の適切な質的水準

の維持、向上を図り、もって監査に対する社会的信頼を維持、確保するため、

協会が監査を遂行する主体としての公認会計士又は監査法人が行う監査の品質

管理の状況をレビューし、その結果を通知し、必要に応じて改善を勧告し、当

該勧告に対する改善状況の報告を受けるものとされ、協会による自主規制とし

て平成 11年４月から実施されている。 

具体的には、公認会計士法をはじめとする法令、監査基準等及び協会の会則・

規則並びに監査事務所の内部規程等のうち監査の品質に関する規定への準拠状況

を事後的にレビューすることである。 

品質管理レビューの頻度については、品質管理レビューに関する手続に定め

のある場合を除き、原則として３年に一度実施する。なお、いわゆる４大監査

法人については２年に一度実施している。 

 

① 審査について 

審査会は、協会から品質管理レビューに関する報告を受けて、その

内容の審査を行う。 

審査では、「監査の質の確保と実効性の向上に対する期待への積極

的対応」及び「監査業務への継続監視と品質管理レビューの一層の機

能向上」との基本的考え方の下に、主として、(イ)協会について品質

管理レビュー制度の運営が適切に行われているか、また、(ロ)監査事

務所についてその監査業務が適切に行われているかを確認する。 

審査の過程において、協会の適正な運営を確保するため必要がある

と認める場合には、公認会計士法に基づき、協会に対して報告又は資

料の提出を求める。また、公益又は投資者保護のため必要かつ適当で

あると認める場合には、公認会計士法に基づき、監査事務所に対して

報告又は資料の提出を求める。 

 

② 検査について 

審査会は、審査の結果、協会の適正な運営を確保するため必要があ

ると認める場合には、公認会計士法に基づき、協会に対して検査を行

う。また、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める場合には、

公認会計士法に基づき、監査事務所に対して、さらには監査事務所の

業務に関係のある場所（被監査会社等）に対して検査を行う。検査を

終了したときは、審査会において審議の上、検査の対象先である協会

又は監査事務所に対して検査結果を通知する。 

  

③ 勧告について 
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審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認める場合には、公

認会計士法に基づき、監査事務所の監査業務又は協会の事務の適正な

運営を確保するために行うべき行政処分その他の措置について、金融

庁長官に勧告する。 

 

（参考）法令上の根拠 

協会の品質管理レビュー並びに審査会の審査及び検査に関する法令上の根

拠は次のとおりである。 

 

⑴ 協会の監査業務の状況調査の実施・報告 

① 監査業務の状況調査の実施 公認会計士法第 46条の 9の 2第 1項

② 当該状況調査の結果の審査会への報告 公認会計士法第 46条の 9の 2第 2項

⑵ 協会等に対する報告・資料の徴求  

 ① 対協会 公認会計士法第 46 条の 12 第１項 

 ② 対監査事務所 公認会計士法第 49 条の 3第 1項 

⑶ 協会等に対する検査  

 ① 対協会 公認会計士法第 46 条の 12 第 1 項 

 ② 対監査事務所 公認会計士法第 49 条の 3第 2項 

 ③ 対被監査会社等 公認会計士法第 49 条の 3第 2項 

        

上記の公認会計士法の規定による権限は、いずれも同法第49条の４第２項

の規定により、内閣総理大臣（金融庁長官）から審査会へ委任されている。

ただし、その権限は、協会の行う品質管理レビューの報告に関して行われる

ものに限られている。 

また、勧告に関しては、公認会計士法第 41条の２に規定されている。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①品質管理レビューの 

結果報告 

④処分等の 

勧告 

品質管理レビュー 

 

監査事務所 

 

被監査 

会社 

公認会計士・監査審査会 

②審査 

③検査 

 

金融庁 

③検査 

③検査 

監査

 

日本公認会計士協会 
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（２）公認会計士試験 

審査会は、公認会計士法の定めるところに従い、公認会計士になろう

とする者が必要な学識や応用能力を有するかどうかを判定することを目

的として、国家試験である公認会計士試験を実施している。 

 

（注）公認会計士として業務を営むためには、公認会計士となる資格を有しなければ

ならず、公認会計士となる資格を得るためには、公認会計士試験に合格することが

主たる要件となる。 

公認会計士となる資格を有する者が、協会に備える公認会計士名簿への登録を受

ければ公認会計士となり、監査業務のほか、公認会計士の名称を用いて、財務書類

の調製、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずること

を業とすることができる。 

 

 

≪公認会計士試験の実施の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁 

 

①公認会計士試験 

制度の企画立案  

公認会計士・監査審査会 

②年間実施計画の策定 

③試験問題の作成（試験委員） 

⑤答案の採点（試験委員） 

⑥合格の決定 等 

全国の財務局等 

④公認会計士試験の執行 等

事 

務 

委 

任 
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（３）公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

審査会は、金融庁長官から公認会計士等（注１）の懲戒処分等（注２）

に関して意見を求められた場合に、調査審議（処分対象とされた事実、

それに適用される法令及び量定（処分の重さ）の妥当性について検討を

行い、金融庁長官に対して意見を表明すること）を行っている。（注３・

４） 

 

（注１）「公認会計士等」とは、公認会計士、外国公認会計士及び監査法人をいう。 

（注２）「懲戒処分等」は、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人が監査業務に

おいて虚偽又は不当な証明を行った場合や、公認会計士等が公認会計士法等に

違反した場合、また監査法人の運営が著しく不当と認められる場合等に課され

る。公認会計士又は外国公認会計士に対する懲戒処分としては、戒告、２年以

内の業務の停止、登録の抹消があり、監査法人に対する処分としては、戒告、

２年以内の業務の全部又は一部の停止、解散を命ずる処分がある。なお、平成

15 年５月の改正公認会計士法の施行日（平成 16 年４月１日）前にした行為につ

いては、改正前の規定が適用されるため、業務停止期間でいえば「１年以内」と

なる。 

（注３）金融庁長官は、公認会計士等の処分事由に該当する事実について報告があっ

たときは、事件について必要な調査をすることとされている。また、金融庁長

官において処分事由に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、

必要な調査をすることができることとされており、懲戒処分等に関する事件の

調査権限（事件関係人等に対する審問又は意見若しくは報告徴求、帳簿書類その

他の物件の提出を命じること等の権限）は、金融庁長官にある。 

（注４）審査会の勧告に基づいて懲戒処分等が課される場合には、審査会による調

査審議は不要とされている。 

 

 

≪調査審議の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁 

①公認会計士等の懲

戒処分等に関する

事件の調査 

⑤懲戒処分等の決 

定 

②意見を聴く 

④意見を表明する 

 
 
公認会計士・監査審査会

③調査審議 
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（４）諸外国の関係機関との協力 

   米国における一連の企業会計不正事件を契機として世界各国で監査監

督機関が設立された後、監査監督機関相互の情報交換等を目的として、

非公式に「監査監督機関会議」が開催されてきた。これは、金融安定化

フォーラム（FSF）の呼びかけで平成 16 年９月に始められ、その後、各

国監査監督機関の持回りにより概ね半年毎に開催されているものであり、

審査会からは会長等が出席している。 

    平成 18年９月に行われた第５回会議において同会議を発展的に解消す

ることとし、新たに公式の常設の会合として「監査監督機関国際フォー

ラム（IFIAR）」を設立することが合意された。 

同フォーラムは、監査市場を巡る環境や監査監督機関の活動等に係る

情報共有、監査監督活動における協調関係の促進、他の国際機関との連

携拠点の提供を活動内容とし、平成 19 年３月、審査会の主催により第 1

回会合が東京で開催された。 

 

≪これまでの監査監督機関の国際会議開催実績≫ 

 

○ 監査監督機関会議 

 

 ○ 監査監督機関国際フォーラム 

 日程 開催地 参加国 

第 1回 2004 年 9 月 27 日 ワシントン
計 9カ国、3 国際機関 

（英、米、独、IOSCO など） 

第 2回 2005 年 3 月 24 日 ワシントン
計 15 カ国、4国際機関 

（英、米、独、加、蘭、EC、IOSCO など） 

第 3回 2005 年 10 月 18 日 ロンドン 
計 14 カ国、5国際機関 

（英、米、独、加、蘭、EC、IOSCO など） 

第 4回 2006 年 3 月 14 日 シドニー 
計 13 カ国、5国際機関 

（英、独、加、蘭、IOSCO、PIOB など） 

第 5回 2006 年 9 月 15 日 パリ 
計 19 カ国、7国際機関 

（英、米、独、EC、IOSCO、バーゼル委員会など）

第 1回 
2007 年 3 月 22 日 

      23 日 
東京 

計 22 カ国、6国際機関 

（英、米、独、EC、IOSCO、バーゼル委員会など）

(注)網掛けは、オブザーバー参加 
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第２章 品質管理レビューに対する審査及び検査 

 

１．審査 

 

（１）審査基本方針等 
審査会は、平成 16 年６月に策定し平成 17 年６月に改正した「監査の

信頼性確保のために－審査基本方針等－」（以下「審査基本方針等」とい

う。）に基づき、「監査の質の確保と実効性の向上に対する期待への積

極的対応」、「監査業務への継続監視と品質管理レビューの一層の機能

向上」を基本とし、次のような事項に重点を置いて、協会からの品質管

理レビューに関する報告を基にその内容を継続的に審査することとして

いる（P57，資料２－３参照）。 

 

① 非監査業務の同時提供の禁止等、監査人の独立性確保の状況の確認 

② 協会による品質管理レビューにおいて指摘された改善勧告事項とそ

のフォローアップ（リスク・アプローチ、監査意見表明のための審査機

能等） 

③ 個人会計士による大会社等の監査や長期間継続している監査人によ

る監査について、品質管理の観点からの問題点の有無 

④ 審査体制や業務管理体制等に係る適切性 

 

（２）審査の実施状況 

審査会は、協会から品質管理レビューに関する報告を受けて、その内

容の審査を行っている。 

 

① 審査の対象 

平成 18事務年度の審査の対象は、協会が平成 17年度及び平成 18年

度に実施した品質管理レビューである。 

 

（参考）品質管理レビューに関する報告(月次報告書)の主な内容 

・ 品質管理レビュー報告書 

・ 改善勧告書 

・ 改善勧告書に対する回答書 

・ 品質管理レビュー調書（品質管理レビュー報告書及び改善勧告書を作

成するために収集・作成した一連の資料） 

     

平成 18年度の品質管理レビューに関する報告について、審査会への

提出状況は次のとおりである（報告対象監査事務所ベース）。 
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≪審査会への提出状況≫  

18 年  19 年   報告書 

提出年月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 合計

報告対象 

監査事務所数 1 8 7 27 24 47 19 3 0 1 137

   （注）上記のほか、品質管理レビューは実施したものの品質管理レビュー報告書の

交付対象である公認会計士が品質管理レビュー報告書交付前に死亡したため

報告書を交付しなかった１監査事務所及び品質管理レビューを拒否した１監

査事務所がある。 

 

② 協会による品質管理レビュー 

平成18年度の協会による品質管理レビューは、大会社等の監査業務

を行っている監査事務所を対象としており、監査法人 31、公認会計士

106 の計 137 監査事務所に対して実施された。 

上記の品質管理レビューの結論として作成され、監査事務所に交付

された品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の内訳は次のとおりで

ある。 

 

≪品質管理レビュー報告書（平成 18 年度）≫     （監査事務所数） 

区 分 限定事項のない結論 限定事項付き結論 否定的結論 計 

監査法人 15 48.4% 16 51.6% 0 - 31 

公認会計士 54 50.9% 51 48.1% 1 0.9% 106 

合 計 69 50.4% 67 48.9% 1 0.7% 137 

（注１）「限定事項付き結論」は、次の要件１又は要件２のいずれかに該当する相

当程度の懸念が、少なくとも１つは存在する場合に表明される。 

要件１：監査事務所の定めた監査の品質管理の方針と手続に、品質管理基準の

示す監査の品質管理の目的の実現を阻害するような不備又は欠陥が見

受けられ、そのために監査事務所が遂行した監査業務において監査規範

に対する重要な準拠違反が発生していた。 

要件２：監査事務所の監査従事者及びその他の職員が、監査事務所の定めた監

査の品質管理の方針と手続を適切に運用していない事実又は品質管理

基準が求める個々の監査業務の品質管理の手続を実行していない事実

が見受けられ、そのために監査事務所が遂行した監査業務において監査

規範に対する重要な準拠違反が発生していた。 

 

（注２）「否定的結論」は、少なくとも「限定事項付き結論」の要件１又は要件２
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のいずれかに該当する重大な懸念等が生じており、かつ、個々の監査業務の品

質管理のレビューを実施した結果、監査事務所が遂行した監査業務において監

査規範に対する極めて重要な準拠違反がある場合に表明が検討される。 

 

≪改善勧告書（平成 18 年度）≫            （監査事務所数） 

改善勧告事項 
区分 

なし あり 
計 

監査法人 － － 31 100.0% 31 

公認会計士 － － 106 100.0% 106 

計 － － 137 100.0% 137 

 

全ての監査事務所に対して改善勧告事項が指摘されているが、審査

会では、改善勧告事項に対するフォローアップ機能の強化のための組

織的な取組みを協会に対して求めており、協会では品質管理レビュー

制度の充実に積極的に取り組むこととしている。 

 

③ 審査会の審査状況 

 

イ 審査の観点 

審査会は、協会からの品質管理レビューに関する報告を分析し、

必要に応じて協会又は監査事務所に対して報告徴求等を行い、報告

内容を検証の上、審査を行っている。審査の観点は次のとおりであ

る。 

・ 協会は、品質管理レビュー手続等の諸規程に則って品質管理レ

ビューを実施しているか。 

・ 監査事務所は、監査業務を適切に実施するため、品質管理の方

針と手続を定めているか。 

・ 個々の監査業務が、監査事務所としての品質管理の方針と手続

を遵守して実施されているか。 

 

ロ 報告徴求 

審査の過程では、協会に対し必要に応じて質問を行うこととしており、

さらに、必要がある場合には監査事務所に対して報告徴求を実施している。

平成 17 年度の品質管理レビュー対象である 140 監査事務所及び品質

管理レビュー報告書が交付された１監査事務所（注）に対する報告徴

求の実施状況は以下のとおりである。 
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（注）品質管理レビューを実施した監査法人から脱退した公認会計士が新たに設

立した１監査事務所（監査法人）に対しても、品質管理レビュー報告書及び改

善勧告書が交付されている。 

       

 

≪報告徴求の実施状況≫          （平成 19年６月 30日現在） 

 

 

 

 

 

 

（注）実施事務所数については、同一の監査事務所に複数回実施している場合も、

１回として集計している。 

 

ハ 重点的検証事項 

審査会の平成 18 事務年度審査基本計画において、これまでの品質

管理レビューで指摘が多い、「確認」、「監査業務に係る審査」及び「会

計上の見積り」を重点的検証事項としている。これに基づき、各々の

検証事項ごとに複数の監査事務所に対して横断的に報告徴求を実施

している。 

 

(イ)「確認」に関する報告徴求 

平成 17 事務年度では、多くの監査事務所において監査手続上

の「確認」（注１）が不十分な実態が把握されたことから、平成 18

年８月、審査会は 25 監査事務所（注２）（法人 17、個人８）に対

して、確認手続の実施状況について報告を求めた。 

 

（注１)「確認」とは、財務諸表項目に関連する情報について、監査人が

会社の取引先等の第三者に対して文書により問い合わせを行い、そ

の回答を直接入手し評価する監査手続である。 
（注２）平成 17 年度の品質管理レビュー報告書において、協会から残高

確認に関して否定的結論を表明された３監査事務所、再指摘を受け

た 24 監査事務所及び再々指摘を受けた１監査事務所のうち、すでに

検査を実施した３監査事務所を除く 25監査事務所。 

 

 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴求 141 71 50.4%

監査法人に対するもの 71 39 54.9%
 

公認会計士に対するもの 70 32 45.7%
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≪「確認」に関する報告徴求の実施状況≫ （平成 19 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴求 141 25 17.7%

監査法人に対するもの 71 17 23.9%
 

公認会計士に対するもの 70 8 11.4%

 
      報告徴求の結果認められた主な問題点は、以下のとおりである。 
 

 

○確認に係る監査マニュアルの整備 

・ 中小規模監査事務所においては、網羅的な監査マニュアルがほとん

ど整備されておらず、監査項目ごとに手順を示した監査手続書が整

備されるにとどまっている。 

 

○確認手続の運用上の問題 

・ 監査項目ごとに直接確認を実施していないものが見受けられる。 

・ 確認状の発送及び返信の回収に係る管理表を作成しておらず、発送

と回収の管理が不十分。 

・ 必要な代替手続を実施していない、又は適時に実施していない。 

・ 確認差異の調整を行っていない。 

・ ロール・フォワード手続が未実施又は不十分。 

 

○退職給付債務及び年金資産の残高確認上の問題 

退職給付債務及び年金資産は、金額が大きく重要な財務諸表項目で

あることなどから、基本的に直接確認すべき項目であるが、多数の監

査事務所で残高確認を実施していない。 

 

 
 

 (ロ)「監査業務に係る審査」に関する報告徴求 

協会の品質管理レビューにおいて、監査業務に係る審査に対す

る指摘が多くなされているが、審査態勢の実態を把握する必要

があるため、平成 18 年８月、審査会は 55 監査事務所（注１）（法

人 25、個人 30）に対して、監査業務に係る審査の実施状況につ

いて報告を求めた。 
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（注１）平成 17年度の品質管理レビュー報告書において、協会から監査業

務に係る審査に関して限定事項付き結論を表明された 16 監査事務所、

否定的結論を表明された５監査事務所、再指摘を受けた 23監査事務所

及び再々指摘を受けた 11監査事務所の計 55監査事務所。 

（注２）監査基準には、「監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されてい

ることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならな

い。」と規定されている。また、実務指針（監査基準委員会報告書第 12

号「監査の品質管理」（平成 18 年４月１日以後開始する事業年度に係

る監査からは品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における

品質管理」及び監査基準委員会報告書第 32号「監査業務における品質

管理」））には、更に詳細に監査業務に係る審査について規定されてい

る。 

 

≪「監査業務に係る審査」に関する報告徴求の実施状況≫ 

（平成 19 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴求 141 55 39.0%

監査法人に対するもの 71 25 35.2%
 

公認会計士に対するもの 70 30 42.9%

 

     報告徴求の結果認められた主な問題点は、以下のとおりである。 

 

 

○中小規模監査法人の審査体制上の問題 

・ 合議制（会議体方式）で審査を行っている中小規模監査法人にお

いて、審査資料が審査当日に提出され、１案件につき１時間程度

の審査で終了しているなど、深度ある審査が行われていないもの

がみられる。 

・ コンカリング・レビュー・パートナー方式（業務執行社員以外の

特定の社員により審査を行う方式）で審査を行っている中小規模

監査法人において、２人の代表社員が相互の監査業務を審査して

いる状況がみられる。 
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○個人事務所の審査体制上の問題 

・ 個人事務所において、審査に係る方針と手続を策定せず審査担当

者を選任していないもの、審査が未実施又は事後審査となってい

るものがみられる。 

 

 

なお、詳細については平成 19 年３月公表の「中小規模監査事務所の

監査の品質管理について」を参照されたい。 

 

(ハ)「会計上の見積り」に関する報告徴求 

平成 17 事務年度の検査において、会計上の見積りについて監

査業務が十分に行われていない事例が多く認められたことから、

平成 18 年 12 月、審査会は 11 監査事務所（注１）(法人７、個人

４)に対して、会計上の見積りに関する監査手続の実施状況につ

いて報告を求めた。 

 

（注１）平成 17年度の品質管理レビュー報告書において、協会から会計上の

見積りに関して限定事項付き結論を表明された３監査事務所及び再指摘

を受けた８監査事務所の計 11監査事務所。 

（注２）監査基準には、「監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するた

めに、経営者が行った見積りの方法の評価、その見積りと監査人の行っ

た見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しな

ければならない。」と規定されている。また、実務指針（監査基準委員会

報告書第 13 号「会計上の見積りの監査」）には、会計上の見積りの監査

について更に詳細に規定されているが、特に監査調書に関して、「監査人

は、実施した監査手続、会計上の見積りの合理性に関する評価結果等を

監査調書に記録しなければならない。」とされている。 

 

 

≪「会計上の見積り」に関する報告徴求の実施状況≫ 

（平成 19 年６月 30 日現在） 

 
対象事務所 

(A) 

実施事務所 

(B) 

実施率 

(B/A) 

監査事務所に対する報告徴求 141 11 7.8%

監査法人に対するもの 71 7 9.9%
 

公認会計士に対するもの 70 4 5.7%
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報告徴求の結果認められた主な問題点は、以下のとおりである。 

 

《各監査業務に共通する問題点》 

○経営者確認書 

・ 報告徴求の対象となった監査業務の半数近くは、監査人が経営

者確認書に会計上の見積りについて記載するよう要請していな

い。 

会計上の見積りについて、例えば、質問以外に有効な監査手続

が存在しない場合は、金額的重要性や経営環境、会社の置かれ

ている状況等を踏まえ、監査意見を形成する上での合理的な基

礎を補完するために、経営者確認書に個別具体的に記載を求め

ることを検討すべきと認められる。 

 

○監査調書の査閲 

・ 会計上の見積りに係る監査調書の記録の不備については、査閲

により発見され、必要な訂正を求めることが可能であるにもか

かわらず、査閲では指摘されていない。 

 

○審査 

・ 主観的判断を伴うことが多い会計上の見積りに関しては、監査

人が問題ないと判断するものについても、審査で討議し、客観

的な評価を求めるなど、慎重な対応が求められる。しかしなが

ら、ほとんどの監査業務において十分な審査が行われていない

状況が認められる。 

 

 

《個別の問題点》 

○貸倒引当金 

貸倒引当金に関しては、債務者区分及び貸倒見積高の算定にお

いて、次のような事例がみられる。 

・ 被監査会社は、子会社の株式に対しては全額を減損損失として

処理しているにもかかわらず、当該子会社への貸付金に対して

は貸倒引当金を計上していない。被監査会社の当該処理に関し

て、会計上の見積りに用いられた仮定の整合性に係る監査人の検

討は首尾一貫したものとなっていない。 
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・ 被監査会社が有する長期貸付金は、滞留債権となっているが貸

倒引当金は計上されていない。しかしながら、監査人は、被監査

会社に債権評価のルールがないためとして、貸倒懸念債権等の

分類が妥当か否かについて、十分な検討を行っていない。また、

滞留債権について評価減すべきか否かの検討を行っていない。 

 

○投資有価証券及び関係会社株式の評価 

市場性のない有価証券の実質価額について、事業計画等を入手

した回復可能性の判定等において、次のような事例がみられる。 

・ 被監査会社が、新規事業として投資した子会社の実質価額を、

概ね５年以内の回復可能性を認めて減損処理を行わないと判断

した場合、監査人は、毎期実績と利益計画の分析等の監査手続

を行う必要があるが行っていない。 

・ 被監査会社の保有する得意先の株式の評価に当たり、監査人

は、重要な財務指標が記載されていない事業計画を入手し、ま

た、利益計画に係る検証内容を監査調書に記録していないなど

監査手続が不十分であるにもかかわらず、減損処理を行ってい

ない被監査会社の処理を認めている。 

 

○棚卸資産の評価 

会計上の見積りを要する棚卸資産の正味実現可能価額の評価に

ついて、次のような事例がみられる。 

・ 被監査会社が在庫の評価減のルールを定めていなかったため、

監査人は、棚卸の際に滞留在庫を抽出すること等で監査手続を

終了しており、評価減すべきか否かの検討を十分に行っていな

い。 

・ 販売用不動産の評価に当たり、監査人は、監査の基準に準拠し

て売却時価を合理的に見積って評価減すべきか否かを検討すべ

きであったが、このような検討を行っていない。 

 

○繰延税金資産の回収可能性 

監査委員会報告第 66 号５（１）では、会社分類②から④までの

会社については、スケジューリング可能な将来減算一時差異につ

いてのみ回収可能性を認めているが、その検討に当たり次のよう

な事例がみられる。 

・ 監査人は、会社分類の④に該当する被監査会社の繰延税金資産

の回収可能性の判断に際して、スケジューリングを行っている

ものの、一部、利益計画と整合しておらず、当該利益計画も不
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合理な内容となっているにもかかわらず、過去の業績の変動に

照らして十分な検討を行っていない。 

・ 会社分類が②に該当すると考えられる被監査会社を、監査人は

期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期

計上している会社等と判断しているが、判断過程において慎重

な検討をしておらず、また、その検討過程及び結論を監査調書

に記録していない。 

 

 
ニ 審議 

審査会は、審議において、 

ⅰ．監査事務所への検査の実施 

ⅱ．行政処分その他の措置について金融庁長官へ勧告 

ⅲ．現時点においては、検査又は勧告を行わない（協会に対する

改善要請等を行うものを含む） 

のいずれの対応が適切なのかを判断する。 

平成 17 年度（品質管理レビュー対象である 140 監査事務所及び品

質管理レビュー報告書が交付された１監査事務所の計 141 監査事務

所）及び平成 18 年度（品質管理レビュー対象である 137 監査事務所）

の審議状況は以下のとおりである。 

（平成 19 年６月 30 日現在） 

 

（注１）その後検査命令が撤回された１監査事務所が含まれる。 

（注２）平成 19 年７月５日に東陽監査法人に対して勧告を行っている。 

（注３）平成 18 事務年度に行った、３大監査法人に対する業務改善状況についての

検査（後述）は、前回検査結果を踏まえた業務改善状況を検証するための検査

であるため、上記の件数に含めていない。 

審 議 状 況 平成 17 年度 平成 18 年度 

ⅰ. 監査事務所への検査の実施を決したもの 

ⅱ. 検査の結果、行政処分その他の措置につい

て金融庁長官への勧告を決したもの 

ⅲ. 現時点においては、検査又は勧告を行わな

いもの（協会に対する改善要請等を行うものを

含む） 

ⅳ.現在、事務局で精査中であり、今後審査会に

処理方針を諮る予定のもの 

（注１）11

5

130

0

1  

（注２）0  

136  

審 議 対 象 監 査 事 務 所 数 141 137  
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２．検査 

 

（１）検査基本方針 

検査は、協会による品質管理レビュー制度の運営の適切性、監査事務所

における監査業務の適切性についての審査結果を踏まえ、次のとおり、必

要かつ適当と認めるときに実施することとしている。 

 

① 協会による品質管理レビューにおいて、重要なレビュー手続が欠け

ている、又はその実施が不十分である等、協会による品質管理レビュ

ーが十分であるかどうか確認する必要が認められる場合（主に対協会） 

 

② 協会による品質管理レビューを通じて、監査事務所における監査業

務が適切に行われているかどうか確認する必要が認められる場合、協

会による品質管理レビューでの指摘が適切に監査業務に反映されてい

るかどうか確認する必要が認められる場合、又は監査事務所の業務管

理体制が有効に機能しているかどうか確認する必要が認められる場合

（主に対監査事務所） 

 

③ 監査事務所の監査業務に対応する被監査会社等の側における内部管

理体制を確認する必要が認められる場合、又は監査事務所の監査業務

の実施状況を被監査会社等の側で確認する必要が認められる場合（主

に対被監査会社等） 

 

④ 法令諸基準等の遵守状況を横断的に確認する必要が認められる場合 

 

⑤ 上記のほか、個々の審査の結果、個別事情等を勘案し、公益又は投

資者保護のため必要かつ適当であると認められる場合 

 

（２）検査の実施状況 

  平成 18 事務年度において審査会は、「平成 18事務年度の審査基本計画

及び検査基本計画」（P64，資料２－４参照）に基づき、平成 17 事務年度

に実施した４大監査法人に対する検査結果を踏まえ、みすず監査法人（旧

中央青山監査法人）を除く３大監査法人の業務改善状況について検査を実

施した。 

また、協会への平成 17年２月８日付提言（「品質管理レビューの一層の

機能向上に向けて」）及び平成 17 年５月 25 日付検査結果通知書による指

摘事項に対する改善状況等を検証することを目的として、協会に対し検査
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を実施した。 

このほか、検査基本方針に基づき、10 監査事務所に対して検査を実施

した。また、公認会計士法第 49 条の３第２項に規定する同法第２条第１

項の業務に関係のある場所として、３監査事務所に対して検査を実施し

た。 

 
 
３．金融庁長官に対する勧告 

 

審査会は、平成 18 事務年度に実施した検査の結果、下記の監査法人の運営

が著しく不当と認められたので、金融庁長官に対して、公認会計士法第 41 条

の２の規定に基づき、行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。なお、金

融庁長官は、審査会からの勧告を踏まえ、各監査法人に対して、同法第 34 条

の 21 第１項の規定に基づく指示を行った（P66～68，資料２－５～７参照）。 

 

 
 
 
 
 
 

４．審査及び検査の結果の取りまとめ 

 

     審査会は、平成16年４月の発足以降、監査の質の確保・向上に資すると考

えられる場合には、審査及び検査の結果を取りまとめて、関係者等に示して

きた。 

平成18事務年度においても、以下のとおり、協会の品質管理レビューの改

善状況及び監査事務所の監査の品質管理の状況等について取りまとめ、公表

した。 

 

（１）「小規模監査事務所の監査の品質管理について」 

   審査会は、これまでの小規模監査事務所に対する審査及び検査の事例

等の集積を踏まえ、「小規模監査事務所の監査の品質管理について」とし

て中間的な報告を取りまとめ、平成 18 年 11 月８日に開催された金融審

議会公認会計士制度部会において概要説明を行い、同日に公表した（P69，

資料２－８参照）。 

 

監査法人  勧  告 業務改善指示 

有恒監査法人 平成 18 年 11 月 29 日 平成 18 年 12 月 13 日 

麹町監査法人 平成 19 年 ３月 28 日 平成 19 年 ４月 27 日 

東陽監査法人 平成 19 年 ７月 ５日 平成 19 年 ７月 18 日 
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（２）「中小規模監査事務所の監査の品質管理について」 

   審査会は、審査基本方針等に基づき中小規模監査法人及び個人事務所

に対して審査及び検査を実施し、その結果を「中小規模監査事務所の監

査の品質管理について」として取りまとめ、平成 19 年３月 16 日に公表

した（P72，資料２－９参照）。 

 

（３）「３大監査法人の業務改善状況について」 

審査会は、平成 17 事務年度に実施した４大監査法人に対する検査結果

を踏まえ、平成 19 年２月から同年６月までの間にみすず監査法人を除く

３大監査法人に対して、その業務改善状況について検査を実施し、その

結果を「３大監査法人の業務改善状況について」として取りまとめ、平

成 19 年６月 29 日に公表した（P75，資料２－10 参照）。 

 

（４）「日本公認会計士協会の品質管理レビューの改善状況について」 

審査会は、「平成 18 事務年度の審査基本計画及び検査基本計画」に基

づき、平成 17 年２月８日付提言（「品質管理レビューの一層の機能向上

に向けて」）及び平成 17 年５月 25 日付検査結果通知書に対する改善状況

等を検証することを目的として、協会に対し平成 19 年５月に検査を実施

し、その結果に基づき、「日本公認会計士協会の品質管理レビューの改善

状況について」を取りまとめ、平成 19 年７月 31 日に公表した（P81，資

料２－11 参照）。これを受け、協会は、平成 19 年８月２日に「品質管理

レビューの改善状況について」を公表した。 

 

 

５．「監査の品質の一層の向上のために－審査基本方針等－」の策定 

 

審査会は、平成 16 年４月の発足から平成 18 事務年度までの審査及び検査

の実績を踏まえ、平成 19 事務年度から平成 21 事務年度までにおける審査基

本方針及び検査基本方針を「監査の品質の一層の向上のために－審査基本方

針等－」として策定し、平成 19 年６月 29 日に公表した（P83，資料２－12 参

照）。なお、四半期報告書や内部統制報告書の導入等に伴う監査業務の範囲の

拡大、公認会計士法など関連法令等の改正、社会経済情勢の変化等を踏まえ、

これらの方針については、事務年度毎に見直しを行うとともに、事務年度毎

に「審査基本計画」及び「検査基本計画」を策定することとしている。 

 

  

６．「平成 19 事務年度の審査基本計画及び検査基本計画」の策定 
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審査会は、上記の新しい審査基本方針等で示した基本的な考え方を踏まえ、

「平成 19 事務年度の審査基本計画及び検査基本計画」を策定し、平成 19 年

６月 29 日に公表した（P88，資料２－13 参照）。 

 

 

７．「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の策定 

 

審査会では、これまで実施してきた検査を踏まえ、検査手続の適正性の確保

及び効率的な検査の実施に資するため、検査に関する基本事項等について検討

し、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針（案）」につい

て、平成 19 年５月 16 日から同年６月 15 日までの間、広く意見の募集を行っ

た。 

その結果、６先の個人及び団体より 29 件の意見が寄せられ、これらの意見

を踏まえて「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」を策

定した。当該基本指針は、平成 19 年６月 29 日から施行し、同日以降予告する

（無予告の場合は、立入検査に着手する）検査について適用することとした

（P90，資料２－14 参照）。 
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第３章 公認会計士試験の実施 

   

１．公認会計士試験制度 

 

  平成 15 年 5 月の公認会計士法の改正に伴い、平成 18 年から新たな試験制

度により試験が実施されている。 

 

（１）平成 15 年公認会計士法の改正（試験制度改正の趣旨） 

企業会計不正事件に対する国際的動向も踏まえ、グローバルな経済環

境のもとにある今日の我が国の経済社会において、資本市場に対する信

認をいかに確保し、その機能を向上させるべきかという観点から金融審

議会公認会計士制度部会において、公認会計士制度のあり方について検

討が行われた（P101，資料３－１参照）。 

その後、公認会計士試験制度の大幅な見直し等を内容とする公認会計

士法の一部を改正する法律案が平成 15 年５月に成立した。 

具体的には、公認会計士試験の質を確保しつつ多様な人材を提供して

いくため、試験体系の簡素化、試験科目の見直し、試験の一部免除の拡

大、実務経験の位置付けの変更などを内容とする見直しが行われ、新た

な制度による公認会計士試験が平成 18 年から実施されることとされた

（P104，資料３－２参照）。 

   

（２）新公認会計士試験制度の概要（P105，資料３－３参照） 

① 試験体系の簡素化 

 旧試験制度の３段階５回の試験体系（第１次試験、第２次試験（短

答式試験及び論文式試験）、第３次試験（筆記試験及び口述試験））を

１段階２回（短答式試験及び論文式試験）の試験体系に簡素化 

 

② 試験科目の見直し 

短答式試験４科目（財務会計論、管理会計論、監査論、企業法）及

び論文式試験５科目（会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目（経

営学、経済学、民法、統計学のうち１科目））へ変更 

なお、旧試験制度の第２次試験の試験科目は、短答式試験が会計学

及び商法、論文式試験が会計学（簿記、財務諸表論、原価計算、監査

論）、商法及び選択科目（経営学、経済学、民法のうち２科目）。 

 

③ 試験科目の一部免除の拡大 
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一定の要件を満たす実務経験者、専門職大学院修了者等に対する短

答式試験の試験科目の一部免除の導入等 

 

④ 短答式試験合格者に対する合格発表の日から２年間における短答式    

試験の免除制度の導入 

 

⑤ 論文式試験の試験科目のうち一部の科目について相当と認められる

成績を得た者に対する論文式試験の合格発表の日から２年間における

当該科目の免除制度の導入 

     

（参考）平成 15 年の改正公認会計士法においては、旧試験制度の下での

会計士補等に関して、一定の経過措置が設けられている（P106，資料

３－４参照）。     

 

 

２．公認会計士試験の実施状況 

 

（１）平成 18 年公認会計士試験 

   平成 18年公認会計士試験受験願書提出者総数は、旧第２次試験合格者

4,485 人を含め 20,796 人となっている。 

 

① 短答式試験 

平成 18 年５月 28 日及び６月４日の２日間、全国の財務局等所在地

で行われた。 

短答式試験受験者は、旧２次試験合格者その他短答式試験免除者

4,586 人を除く 16,210 人であり、前年に比べ 926 人増加（6.1％増）し

た。合格者（同年７月５日発表）は、5,031 人と、前年に比べ 1,521 人

増加（43.3％増）した（P107，資料３－５－１参照）。 

 

② 論文式試験 

平成 18年８月 22日から同月 24日までの３日間にわたり、全国の財

務局等所在地で行われた。9,617 人が受験し、合格者（同年 11 月 20 日

発表）は、3,108 人となった。このうち旧第２次試験合格者等を除いた

短答式試験受験者の最終合格者は 1,372 人となっており、前年の旧第

２次試験合格者と比べ 64 人の増加（4.9％増）となった。 

合格者の年齢別では、25歳以上30歳未満が1,457人（構成比46.9％） 
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   と最も多く、続いて、20 歳以上 25 歳未満の 855 人（構成比 27.5％）  

   となっており、30歳未満が全体の74.4％を占めている。合格者中の最 

高年齢は 63歳、最低年齢は 20歳、平均年齢は 27.4 歳という結果であ 

った。 

会社員の合格者は 53 人（構成比 1.7％）となっており、前年     

に比べ 42人増加した。また、女性の合格者は、619人（構成比 19.9％）

となっており、前年に比べ 371 人増加した。 

合格者の学歴は、大学卒業者が 2,568 人（構成比 82.6％）と最も多 

く、続いて、大学在学中の者が 308 人（構成比 9.9％）となっている。

合格者の職業は、会計士補 1,687 人（構成比 54.1％）を除くと、「無 

職」の者が 564 人（構成比 18.2％）、続いて、大学生など「学生」の

329 人（構成比 10.6％）となっている（P113，資料３－５－２参照）。 

 

 

≪平成 18 年公認会計士試験結果の概要≫ 

 

(注 1)「願書提出者数」には、旧第２次試験合格者等の短答式試験免除者等 4,586 人

が含まれる。 

(注 2)「論文式試験受験者数」には、「短答式試験合格者数」のほか、「旧第２次試

験合格者等の短答式試験免除者等」が含まれる。       

 

 

区   分. 人   数 〔うち短答式試

験受験者〕 

（参考） 

前年の 

旧第２次試験 

願書提出者数  (a)  ２０，７９６人 １６，２１０人 １５，３２２人 

短答式試験受験者数 １６，２１０人 １６，２１０人 １５，２８４人 

短答式試験合格者数  ５，０３１人  ５，０３１人 ３，５１０人 

論文式試験受験者数    ９，６１７人  ５，０３１人 ３，５４８人 

最終合格者数  (b) ３，１０８人  １，３７２人 １，３０８人 

合  格  率   (b/a) １４．９％  ８．５％ ８．５％ 
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（２）平成 19 年公認会計士試験 

   平成 19年公認会計士試験受験願書提出者総数は、旧第２次試験合格者

2,706 人を含め 20,926 人となっている。なお、旧第２次試験合格者を除

く受験願書提出者は 18,220 人であり、前年の 16,311 人に比べ 1,909 人

（11.7％）増加した。 

 

    短答式試験については、平成 19 年５月 27 日及び６月３日の２日間、

全国の財務局等所在地で行われた。 

短答式試験受験者は、短答式試験免除者（注 1）を除く 14,608 人であり、

合格者（同年６月 28 日発表）は、2,709 人となった。当該合格者数に、

前年の短答式試験合格者で本年の短答式試験が免除された者として本年

試験の願書を提出した者 3,532 人を加えると、短答式試験を通過した者

は 6,241 人となり、18 年の短答式試験合格者 5,031 人に比べ、1,210 人

の実質増加（24.1％増）となっている。 

短答式試験通過者に、旧第２次試験合格者等 2,786 人（注 2）を加えた

論文式試験受験資格者数は 9,027 人となった（P119，資料３－５－３参

照）。 

 

（注 1）旧第２次試験合格者 2,706 人のほか、前年の短答式試験合格者で本年の短答

式試験を免除された者3,532人及び大学教授、司法試験合格者等の免除者80人。 

（注 2）旧第２次試験合格者の会計士補等 2,706 人及び大学教授、司法試験合格者等

の免除者 80 人。 

 

 

３．新試験実施等に向けた取組み 

 

（１）新公認会計士試験システム 

 新公認会計士試験制度に対応したシステムの構築 

平成 18年からの新公認会計士試験の実施に向けて 17年 10 月よりシ

ステムの開発に着手し、18年１月より運用を開始した。18年度におい

ては、さらなる事務の効率化やセキュリティ強化に対応する機能を開

発し、迅速な試験結果の公表や多角的なデータ分析が可能になった。 

  

 （２）その他の取組み 

① 公認会計士試験実施規則の改正 

論文式試験の合格基準について、科目間等の得点調整につき偏差値
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を導入したことに伴い、総点数の 60％（素点ベース）から 52％（偏差

値ベース）の得点比率に変更するとともに、科目合格基準についても

当該科目の総点数の 60％から同一の回の一括合格者の平均得点比率に

変更することとした（平成 18 年 12 月 19 日公認会計士試験実施規則を

一部改正（P125，資料３－６参照））。 

 

② 試験委員の選任 

平成 19 年公認会計士試験の試験委員については、財務会計論 18 名、

管理会計論 12 名、監査論 16 名、企業法 12 名、租税法 16 名、経営学

８名、経済学８名、民法４名、統計学４名の計 98 名を、平成 18 年 11

月 21 日の審査会の了承を経て内閣総理大臣に推薦し、平成 18年 12 月

13 日付で発令された。 

 

４．公認会計士試験の実施面での改善にかかる検討 

  

   会計監査の重要性の高まりや、公認会計士が必要とされる業務範囲        

の拡大等に伴い、公認会計士の質と量の確保が要請される中、平成 15 年の改

正公認会計士法による試験制度改正の趣旨を踏まえつつ、実施面での改善に

向けた検討を行うため、公認会計士試験実施検討小委員会の下に公認会計士

試験実施検討グループを設け、平成19年７月３日に第１回会議を、７月24日

に第２回会議を開催した（P129，資料３－７参照）。 

   同グループは、改善の方向性が示された具体策について、審査会に対して

その検討状況の経過報告を行い、審査会はこれを踏まえ、平成 19 年９月６日

に、平成 20 年試験より実施する事項等について中間報告として公表した

（P130，資料３－８参照）。 

  中間報告では、短答式試験の日程を現行の２日間から１日に短縮するほか、

論文式試験について、現行の企業法、民法に加えて、会計学、監査論、租税

法についても、法文、基準集を受験時に配布することとしている。更に平成

22 年試験より論文式試験に先立って、短答式試験を年２回実施する方向で検

討することとしている。 
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第４章 調査審議 

 

平成 18 事務年度において、審査会で調査審議を行った事案は６件であり、

その概要はそれぞれ以下のとおりである。 

 

≪審査会における審議状況≫ 

第 64 回審査会 （H18. 7.11） 公認会計士２名 

第 68 回審査会 （H18. 9.12） 公認会計士１名 

第 74 回審査会 (H18.11.28） 日栄監査法人及び公認会計士３名 

第 83 回審査会 (H19. 4.13) 麹町監査法人、監査法人つばき及び 

第 84 回審査会 (H19. 4.25) 公認会計士３名 

第 87 回審査会 （H19. 5.31） 公認会計士３名 

 

事案１ 

 第 64 回審査会（平成 18 年７月 11 日開催）において、学校法人東北文化学

園大学が作成した計算書類について、私立学校振興助成法に基づく監査証明

を行った公認会計士１名に対する懲戒処分に関し、調査審議を行った。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 18 年７月 13 日に当該公認

会計士に対して懲戒処分を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》及び《事案の概要》は以下のとおりで

ある（金融庁の公表資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

 学校法人東北文化学園大学（以下｢大学｣とする。）が作成した計算書類について、

私立学校振興助成法に基づく監査証明を行った公認会計士に対し、本日（平成 18 年７

月 13日）、以下の懲戒処分を行った。 

 

○公認会計士 

 （１）処分内容 

    業務停止３ケ月（平成 18年７月 18日から平成 18年 10 月 17 日まで） 

 （２）処分理由  

大学の平成 14年度の計算書類に重大な虚偽があったにもかかわらず、相当の

注意を怠ったことにより、重大な虚偽のないものとして証明した。 
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《事案の概要》 

大学は、多額の負債を除外等した虚偽の計算書類を日本私立学校振興・共済事業団

に提出し、私立学校振興助成法に基づく補助金を受給したが、当該計算書類につき、

同公認会計士が行った監査については、以下の問題点が認められた。 

（１）借入金等の確認手続の問題 

     借入金について、大学側が用意した残高証明書を確認したのみで、金融機関等

に対する直接確認を行なわず、また、預金について、大学側から提示された預金

通帳のコピーで残高確認を行ったため、多額の負債を除外するなどの不正な会計

処理を看過することとなった。 

（２）監査業務の新規受嘱に当たっての検討・手続きの問題  

前任監査人が期末直前の平成 15 年２月に監査契約を中途解約しているが、前任

者に引継ぎを求めるなどの手続を踏むことなく監査を受嘱しており、監査業務の

新規受嘱を行うか否かの検討・手続きに不備が認められる。 

 

事案２ 

第 64 回審査会（平成 18 年７月 11 日開催）において、公認会計士１名に対

する懲戒処分に関し、調査審議を行った。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 18 年７月 13 日に当該公認

会計士に対して懲戒処分を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》は以下のとおりである（金融庁の公表

資料から引用）。 

《処分の概要》 

公認会計士の行った下記の行為が、公認会計士法に違反すると認められたことか

ら、本日（平成 18 年７月 13 日）、同法第 31 条の規定に基づき、下記の懲戒処分を行

った。 

 

記 

○公認会計士 

（１）処分内容 

業務停止１ケ月（平成 18年７月 18日から平成 18年８月 17日まで） 

（２）処分理由 

同公認会計士は、自己の平成８年から平成 14 年分の所得税の確定申告を行う

に当たり、架空の人件費を計上すること等により、７年間で 2,904 万円の所得金

額を脱税し、納税額を過少に申告した。更に、税理士業務を行うに当たって、税

理士法第 41 条に規定する受件簿と言われる帳簿を作成しなかった。 

これらの事実は、公認会計士法第 26 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反

すると認められる。 
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事案３ 

第 68 回審査会（平成 18 年９月 12 日開催）において、公認会計士１名に対

する懲戒処分に関し、調査審議を行った。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 18 年９月 14 日に当該公認

会計士に対して懲戒処分を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》は以下のとおりである（金融庁の公表

資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

公認会計士の行った下記の行為が、公認会計士法に違反すると認められたことか

ら、本日（平成 18 年９月 14日）、同法第 31条の規定に基づき、下記の懲戒処分を行

った。 

 

記 

○公認会計士 

（１）処分内容 

業務停止１ケ月（平成 18年９月 19日から平成 18年 10 月 18 日まで） 

（２）処分理由 

同公認会計士は、自己の平成 10 年から平成 16 年分の所得税の確定申告を行

うに当たり、架空の人件費を計上することにより、７年間で約 1,634 万円の所

得金額を脱漏し、所得税を脱税した。 

この事実は、公認会計士法第 26 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反する

と認められる。 

 

事案４ 

第 74 回審査会（平成 18 年 11 月 28 日開催）において、株式会社ケイビー

が作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明を行った公認会

計士３名及び日栄監査法人に対する懲戒処分等に関し、調査審議を行った。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 18年 11 月 30 日に当該公認

会計士及び監査法人に対して懲戒処分等を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》及び《事案の概要》は以下のとおりで

ある（金融庁の公表資料から引用）。 
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《処分の概要》 

株式会社ケイビー（以下「ケイビー」とする。）が作成した財務書類について、証券

取引法に基づく監査証明を行った公認会計士及び監査法人に対し、本日（平成 18 年 11

月 30 日）、下記の処分を行った。 

 

記 

１．公認会計士 

（１）処分対象 

    公認会計士 ３名 

（２）処分内容 

・公認会計士１名について 

      業務停止６ヶ月（平成 18年 12 月４日から平成 19年６月３日まで） 

・公認会計士２名について 

 業務停止３ヶ月（平成 18 年 12 月４日から平成 19 年３月３日まで） 

（３）処分理由 

ケイビーの以下の期についての財務書類に係る監査において、それぞれ、相

当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証

明した。 

    ・ 公認会計士１名については、平成 11 年３月期及び平成 12 年３月期（日栄

監査法人と共同監査）、平成 13年３月期（洋光監査法人の関与社員） 

    ・ 公認会計士１名については、平成 13年３月期（洋光監査法人の関与社員）

    ・ 公認会計士１名については、平成 11 年３月期及び平成 12 年３月期（日栄

監査法人の関与社員として、公認会計士１名と共同監査） 

（参考）洋光監査法人は、平成 16年 10 月１日に解散している。 

 

２．監査法人 

（１）処分対象 

日栄監査法人（所在地：東京都中央区日本橋室町四丁目 3番 12号） 

（２）処分内容 

     戒告 

（３）処分理由 

ケイビーの平成 11 年３月期及び平成 12 年３月期の財務書類に係る監査（公

認会計士１名と共同監査）において、同監査法人の関与社員が相当の注意を怠

ったことにより、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証

明した。 

なお、審査体制の不備が認められたことから、現状認識及び対応策について、

公認会計士法第 49条の３第１項に規定する報告徴求を併せて行っている。 
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《事案の概要》 

ケイビーは、架空売上を織り込んだ年間売上高等の金額を定めた予算書を作成し、

関連会社や名義を借りた従来の取引先を架空取引先とした上で、商品がこれらの架空

取引先を流通しているかのような架空取引の流れを創設し、毎月、架空売上を計上す

るとともに、ケイビーが架空仕入先に支払った代金を架空売上の代金として還流さ

せ、それを裏付ける帳票類を作成するなどの方法により、重大な虚偽のある財務書類

を作成した。 

本財務書類に関し、当該公認会計士の行った証券取引法に基づく監査証明について

は、以下の問題が認められた。 

① 平成 11 年３月期について、期末直前の監査人の交代という異常な状況であったに

もかかわらず、口頭による簡易な引継ぎを受けたのみで、監査調書等を確認して前 

任監査人が追加調査をするに至った理由及びその結果を把握することを怠っている。

② 平成 12 年３月期について、ケイビーは、人的な関係が深い会社から仕入れた商品

を平成11年12月に返品し、期末直前に当該商品を再引き取りし、翌期首にそれらの

商品を売却するという異常な取引を行っているが、当該異常な取引が行われること

となった原因及び当該取引で使用された倉庫の現地確認などの追加的な手続を怠っ

ている。 

③ 平成 13 年３月期について、 

・ 海外の倉庫に保管していた契約書類が確認できない約 15 億円分の原材料の実在性

の確認をファクシミリで送付された在庫証明のみで行っており、当該原材料を用い

た製品の生産計画の確認、倉庫の保管料が発生していない理由の確認などの追加的

な手続を怠っている。 

・ 期末売掛金の残高確認において約４億円の差異が生じていたが、当該差異が生じ

た原因の分析を十分行うなどの追加的な手続を怠っている。また、返品された商品

等に係る保管料が発生していない旨の報告を受け、商品等の実在性に疑いがあるに

もかかわらず、倉庫の契約及び保管在庫を確認するなどの追加的な手続を怠ってい

る。 

 

事案５ 

第 83 回審査会（平成 19 年４月 13 日開催）及び第 84 回審査会（平成 19 年

４月 25 日開催）において、株式会社ＴＴＧホールディングスに係る監査証明

を行った麹町監査法人及び監査法人つばき並びに各監査法人の業務を執行し

た社員であった公認会計士３名に対する懲戒処分等に関し、調査審議を行っ

た。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 
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金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成 19 年４月 27 日に当該監査

法人及び公認会計士に対して懲戒処分等を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》及び《事案の概要》は以下のとおりで

ある（金融庁の公表資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

株式会社ＴＴＧホールディングス（旧商号：都築通信技術株式会社。以下「ＴＴＧ」

とする。）が作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明を行った麹町

監査法人（注）及び監査法人つばき並びに各監査法人の業務を執行した社員（以下「業務

執行社員」とする。）として監査証明を行った公認会計士に対し、本日（平成 19 年４

月 27日）、下記の処分を行った。 

 （注）公簿上の表記は、「麴町監査法人」です。以下同様。 

 

記 

１．監査法人 

（１）処分対象 

・麹町監査法人（所在地：東京都港区西新橋一丁目９番１号） 

・監査法人つばき（所在地：東京都中央区銀座七丁目５番 19 号） 

（２）処分内容 

    ・麹町監査法人について 

戒告 

    ・監査法人つばきについて 

戒告 

（３）処分理由 

・ 麹町監査法人については、ＴＴＧの平成 14年３月期から平成 17年３月期 

までの財務書類に係る監査において、同監査法人の業務執行社員が、それぞ 

れ、故意に、虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明し、又は相当

の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証

明した。 

・ 監査法人つばきについては、ＴＴＧの平成 17 年９月期の財務書類に係る監

査において、同監査法人の業務執行社員が相当の注意を怠り、重大な虚偽の

ある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。 

 

なお、麹町監査法人については、公認会計士・監査審査会の検査の結果に基づ 

く勧告を踏まえ、業務改善指示を行っている。 

 

２．公認会計士 

（１）処分対象 

    公認会計士 ３名 

（２）処分内容 
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登録抹消 

（３）処分理由 

上記３名は、ＴＴＧの平成 14年３月期から平成 17 年９月期までの期間のう 

ち、以下のそれぞれの期についての財務書類に係る監査において、故意に、虚 

偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明し、又は相当の注意を怠り、重 

大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。 

    ・ 公認会計士１名については、平成 14年３月期から平成 17 年３月期（麹町

監査法人の社員）、平成 17 年９月期（監査法人つばきの社員） 

    ・ 公認会計士１名については、平成 14年３月期及び平成 15 年３月期（麹町

監査法人の社員） 

    ・ 公認会計士１名については、平成 16年３月期及び平成 17 年３月期（麹町

監査法人の社員）、平成 17 年９月期（監査法人つばきの社員） 

 

《事案の概要》 

 ＴＴＧは、完成工事の外注費を他の未成工事に付け替えることで、当該工事の原価

を引き下げるとともに、付け替えた外注費については、仕掛品として、費用計上を翌

期以降に繰り延べる等していた。また、工事売上高の計上について工事完成基準を採

用しているにもかかわらず、顧客からの注文見込みの段階で売上を計上する等の方法

により、重大な虚偽のある財務書類を作成した。 

本財務書類に関し、当該業務執行社員の行った証券取引法に基づく監査証明につい

ては、以下の問題が認められた。 

① 平成 14 年３月期から平成 17 年３月期について、業務執行社員は、売上に関する

契約書や検収書等の取引先発行の書類での確認、工事原価に関する請求書や振替伝

票の確認、売掛金の残高確認の回答と売掛金残高に差異がありながら当該理由の確

認、を十分に行っていなかった。このため、完成工事原価の翌期以降への繰延べ、

注文見込段階での売上計上等による利益の過大計上を見逃した。 

② 平成 15年３月期について、ＴＴＧは工事売上高の計上について工事完成基準を採

用していたが、業務執行社員は、ＴＴＧから部分完成工事一覧を入手していなが

ら、売上計上できない部分完成工事高 10 億円を売上計上することを容認等した。 

③ 平成 16年３月期について、業務執行社員は、期首の時点において、前期に部分完

成工事を売上として計上しているので期首に売掛金等 10億円が過大に計上されてい

ること、及び前期に終了したプロジェクトの原価約４億円が仕掛品として繰り延べ

られていることを把握していながら、何ら対応せずに期末にそれぞれ資産として計

上することを容認等した。 

④ 平成 17年３月期において、業務執行社員は、前年度から処理が繰り延べられてい

た前述の売掛金等のうち、約５億２千万円を特別損失として処理させているが、少

なくとも２億１千万円分の処理を翌期に繰り延べることを容認等した。 

⑤ 平成 17年９月期において、業務執行社員は、前期まで継続して完成工事原価の付

替えが行われていたことから振替伝票等の確認を十分に行う必要があるにもかかわ

らず、これらの確認を怠っていた。 
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事案６ 

第 87 回審査会（平成 19 年５月 31 日開催）において、株式会社ライブドア

に係る監査証明を行った港陽監査法人の業務を執行する社員及びその補助者

であった公認会計士３名に対する懲戒処分に関し、調査審議を行った。 

その結果、処分対象とされた事実、それに適用される法令及び量定につい

て金融庁長官の判断を妥当と認め、その旨の意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、平成19年６月４日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

なお、本事案に係る《処分の概要》及び《事案の概要》は以下のとおりで

ある（金融庁の公表資料から引用）。 

 

《処分の概要》 

株式会社ライブドア（以下「ライブドア」とする。）の平成 16 年９月期の財務書類

に係る証券取引法（昭和 23 年法律第 25 号）に基づく監査証明に関し、港陽監査法人

（平成 18年６月 30日解散）の業務を執行する社員（以下「業務執行社員」という。）

及びその補助者であった公認会計士に対し、本日（平成 19年６月４日）、下記の懲戒

処分を行った。 

 

記 

○公認会計士 

 （１）処分内容 

    登録抹消 

 （２）処分理由  

ライブドアの平成 16年９月期の財務書類について、故意に、虚偽のある財務

書類を虚偽のないものとして監査証明を行った。 

 ○公認会計士 

  （１）処分内容 

 業務停止９ヶ月（平成 19 年６月７日から平成 20 年３月６日まで） 

  （２）処分理由 

ライブドアの平成 16年９月期の財務書類について、相当の注意を怠り、重大

な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った。 

○公認会計士 

  （１）処分内容 

 業務停止６ヶ月（平成 19 年６月７日から平成 19 年 12 月６日まで） 

  （２）処分理由 

港陽監査法人の補助者として行ったライブドアの平成 16年９月期の財務書類

の監査において、公認会計士法第 26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反す

る行為があった。 
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《事案の概要》 

ライブドアは、平成16年９月期の連結損益計算書において、経常損失が約３億円発

生していたにもかかわらず、会計処理を潜脱する目的で組成した投資事業組合を通じ

て売却した自己株式売却益約37億円、並びに、株式会社ロイヤル信販及び株式会社キ

ューズ・ネットに対する架空売上約16億円をそれぞれ売上高に含めるなどして経常利

益が約50億円と虚偽の内容を記載した平成16年９月期有価証券報告書を、平成16年

12 月 27 日に関東財務局に提出した。 

① 公認会計士１名は、ライブドアが投資事業組合を組成してライブドア株式を売却

し、その売却益を連結売上に計上していることを認識しながら当該売却益の連結売

上計上を容認し、さらに、株式会社ロイヤル信販及び株式会社キューズ・ネットに

対する売上取引に係る証憑書類がなく、架空の売上が計上されていることを認識し

ながら、実体を伴う売上であることを示す証憑書類の提出を指示するなどして、当

該売上等の計上を容認した。 

② 公認会計士１名は、平成 16 年３月中間決算までの業務執行社員１名が、ライブド

アに対する監査報告書に署名することを拒否したため、これに代わって監査報告書

に署名することになった際、ライブドアに対する監査調書の査閲など追加的な監査

を行わなかった。 

③ 公認会計士１名は、ライブドアが投資事業組合を組成して自己株式を売却し、当

該売却益がライブドアの連結売上に計上されていることを把握していながら、業務

執行社員に対し虚偽証明へと誘導するような報告を行った。 
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第５章 諸外国の関係機関との協力  

 

１．多国間における協力 

平成 18 年９月に「監査監督機関会議」の第 5 回会合がパリで開催され、同

会議が発展的に解消されるとともに、公式な常設の会合として「監査監督機

関国際フォーラム（International Forum of Independent Audit Regulators：

IFIAR）」を設立することが合意された。 

  同フォーラムの第 1回会合は、平成 19年３月に審査会の主催により東京に

て開催された（P132～134，資料４－１～２参照）。また、平成 19 年５月に

は、アムステルダムで「IFIAR 検査ワークショップ」が開催された。 

 

（１）第５回監査監督機関会議 

平成 18 年９月 15 日に、フランス H3C(会計監査役高等評議会)の主催に

より、パリにて開催され、審査会からは会長及び常勤委員が参加した。 

会議には、19 カ国（オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナ

ダ、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、

メキシコ、オランダ、ノルウェー、シンガポール、南アフリカ、スペイ

ン、スウェーデン、英国、米国）の監査監督機関、７機関（バーゼル銀

行監督委員会(BCBS)、欧州委員会（EC）、金融安定化フォーラム（FSF）、

保険監督者国際機構(IAIS）、証券監督者国際機構（IOSCO）、公益監視委

員会（PIOB）、世界銀行(WB)）が出席した。本会議は、新たに５カ国が

参加するなど、これまでで最も大きな規模で行われた。 

本会議では、IFIAR の設立が承認され、第１回会合は、平成 19 年３月

に審査会の主催により、東京にて開催されることとなった。また、参加

者から最近の動向についての説明が行われるとともに、監査監督機関に

とっての諸課題について意見交換が行われた。 

 

（２）IFIAR 第１回会合 

    平成 19 年３月 22 日及び 23 日に、審査会の主催により東京にて開催さ

れた。 

    会合には、22 カ国（オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナ

ダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イ

タリア、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、シンガポール、南アフリ

カ、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、英国、米国）の監

査監督機関、６機関（バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、欧州委員会（EC）、

金融安定化フォーラム（FSF）、証券監督者国際機構（IOSCO）、公益監

視委員会（PIOB）、世界銀行(WB)）が出席し、４カ国（フィンランド、
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韓国、スリランカ、スイス）の監査監督機関が新たな IFIAR メンバーと

して承認された。なお、第５回監査監督機関会議にオブザーバーとして

参加していた米国 PCAOB（公開企業会計監督委員会）は、本会合において

正式なメンバーとして承認された。 

    本会合では、監査の品質を促進する要素、監査監督機関間の情報交換、

監査サービス市場が集中している場合における高品質の監査の利用可能

性等について議論が行われた。 

    次回会合は、カナダ CPAB（カナダ公共会計責任委員会）の主催により、

平成 19 年９月にトロントで開催予定である。 

   

   （参考）IFIAR 検査ワークショップ 

      平成 19 年５月 30 日及び 31 日に、アムステルダムで開催。全 22 カ国が参加

し、監査に対する検査の目的と範囲、監査事務所に対する検査アプローチ等に

ついて、各国の検査官間の経験及び問題意識の共有が図られた。 

 

２．その他の協力 

審査会は、国際会議の場以外に二国間ベースでも各国の監査監督機関等と

の意見交換等を随時行い、積極的な情報交換に努めている。 
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平成19年6月20日、公認会計士法等の一部を改正する法律が成立しました。 

改正の理由、概要は以下のとおりです（P135，トピック参照）。 

 

【改正の理由】 

 企業活動の多様化・複雑化・国際化、監査業務の複雑化・高度化、公認会

計士監査をめぐる不適正な事例等を踏まえ、組織的監査の重要性が高まって

いる状況に対応するため。 

【改正法の概要】 

Ⅰ．監査法人等の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化 

 監査法人における業務管理体制の整備、監査法人等による情報開示の

義務付け等 

Ⅱ．監査人の独立性と地位の強化 

 監査人の独立性に関する規定の整備、いわゆるローテーション･ルー

ルの整備、不正・違法行為発見時の監査人の当局への申出制度の創設

等 

Ⅲ．監査法人等に対する監督・責任のあり方の見直し        

 行政処分の多様化、課徴金納付命令の創設 

 有限責任組織形態の監査法人制度の創設 

 報告徴収・立入検査の権限の審査会への委任の範囲の見直し 

 外国監査法人等の届出制度等の整備 

 

 

 改正法の中では、報告徴収・立入検査の権限の審査会への委任の範囲の見直

しとして、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューを受けていない、また

は協力することを拒否している公認会計士等に対して、報告徴収・立入検査を

行うことができることとされています。 

 また、外国監査法人等の届出制度等の整備として、外国会社等から提出され

る有価証券報告書等に係る監査証明業務に相当すると認められる業務を行う外

国監査事務所(「外国監査法人等」)は、原則として、金融庁長官に届出を行う

ことが義務付けられました。 

また、併せて外国監査法人等に対する当局の権限(必要な指示、報告徴収、

立入検査)が整備されました。このうち、報告徴収、立入検査権限については、

金融庁長官が、政令で定めるところにより、審査会に委任することができるこ

ととされています。 

トピック   公認会計士法の改正 
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